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【発行日】令和2年7月16日(2020.7.16)
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月2日(2020.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式ＩＶ：
【化１】

　式中、
　Ｍは、マグネシウム（Ｍｇ２＋）、カルシウム（Ｃａ２＋）、及び亜鉛（Ｚｎ２＋）か
ら選択される二価金属であり、
　Ａ及びＢはそれぞれＲｖＥ１であり、
　Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、－（ＣＨ２）３－Ｙ１及び－（ＣＨ２）４－Ｙ２

から選択され、ここで、Ｙ１及びＹ２はそれぞれ、正に荷電した第一級アミン、正に荷電
した第二級アミン、正に荷電した第三級アミン、及び正に荷電したグアニジンから選択さ
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れる塩基性官能基であり、
　Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立してＨ又はＣＯ－Ｚであり、Ｚは、１～５アミノ酸を含
むペプチドである、
の化合物。
【請求項２】
　ＭがＭｇ２＋である、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　Ｒ１及びＲ２がそれぞれ－（ＣＨ２）４－Ｙ２であり、Ｙ２は－ＮＨ３

＋である、請求
項１又は２に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｘ１及びＸ２がそれぞれＨである、請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項５】
　ＭがＭｇ２＋であり、Ｒ１及びＲ２がそれぞれ－（ＣＨ２）４－ＮＨ３

＋であり、Ｘ１

及びＸ２がそれぞれＨである（ビスＲｖＥ１　マグネシウム　ジ－リジネート）、請求項
１に記載の化合物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の化合物、及び担体又は賦形剤を含む、医薬組成物
。
【請求項７】
　経口又は直腸剤形として配合される、請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　療法に使用するための、請求項１～７のいずれか１項に記載の化合物又は組成物。
【請求項９】
　それを必要とする対象において炎症を処置する方法に使用するための、請求項１～７の
いずれか１項に記載の化合物又は組成物。
【請求項１０】
　炎症性腸疾患（ＩＢＤ）、潰瘍性大腸炎、クローン病、直腸炎、嚢炎、嚢のクローン病
、好酸球性大腸炎、リンパ球性大腸炎、コラーゲン性大腸炎、空置性大腸炎、化学性大腸
炎、虚血性大腸炎、及び過敏性腸症候群から選択される炎症性腸疾患（ＩＢＤ）関連疾患
又は障害を処置する方法に使用するための、請求項１～７のいずれか１項に記載の化合物
又は組成物。
【請求項１１】
　ＩＢＤ関連疾患又は障害が、過敏性腸症候群である、請求項１０に記載の化合物又は組
成物。
【請求項１２】
　ＩＢＤ関連疾患又は傷害が、潰瘍性大腸炎、クローン病、又は嚢炎である、請求項１０
に記載の化合物又は組成物。 
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